
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
八
号

地
下
水
調
査
作
業
規
程
準
則

国
土
調
査
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
き
、
地
下
水

調
査
作
業
規
程
準
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
水
調
査
の
う
ち
、
地
下
水

に
関
す
る
調
査
（
以
下
「
地
下
水
調
査
」
と
い
う
。
）

の
作
業
規
程
の
準
則
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
調
査
単
位
区
域
）

第
二
条
　
地
下
水
調
査
は
、
水
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則

（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
水

基
本
調
査
準
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

水
調
査
の
基
準
の
設
定
の
た
め
の
調
査
を
行
つ
た
区
域

（
以
下
「
調
査
単
位
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
行

う
も
の
と
す
る
。

（
調
査
の
内
容
）

第
三
条
　
地
下
水
調
査
に
お
い
て
は
、
水
基
本
調
査
準
則

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
た
位
置
に
お
い
て

地
下
水
の
水
位
（
以
下
「
地
下
水
位
」
と
い
う
。
）
の

観
測
並
び
に
帯
水
層
の
状
況
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、

そ
の
結
果
を
地
図
及
び
簿
冊
に
作
成
す
る
も
の
と
す

る
。

（
地
下
水
調
査
の
作
業
）

第
四
条
　
地
下
水
調
査
の
作
業
は
、
現
地
作
業
及
び
整
理

作
業
と
す
る
。

（
現
地
作
業
）

第
五
条
　
現
地
作
業
と
は
、
第
三
条
に
規
定
す
る
位
置
に

お
い
て
地
下
水
位
の
同
時
観
測
、
長
期
観
測
及
び
地
盤

の
標
高
（
以
下
「
地
盤
高
」
と
い
う
。
）
の
測
定
を
行

う
と
と
も
に
、
帯
水
層
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
必
要
な
踏
査
、
地
質
ボ
ー
リ
ン
グ
及
び
物
理
探
査
等

の
地
質
に
関
す
る
調
査
（
以
下
「
地
質
調
査
」
と
い

う
。
）
等
を
行
う
作
業
を
い
う
。

（
整
理
作
業
）

第
六
条
　
整
理
作
業
と
は
、
前
条
の
現
地
作
業
の
結
果
を

基
礎
と
し
て
、
地
下
水
観
測
表
、
地
下
水
位
年
表
、
地

下
水
位
図
表
、
地
下
水
図
、
地
質
柱
状
断
面
図
及
び
地

下
水
説
明
書
を
作
成
す
る
作
業
を
い
う
。

（
精
度
の
保
持
）

第
七
条
　
調
査
を
行
う
者
及
び
調
査
を
監
督
す
る
者
は
、

常
に
各
種
の
方
法
に
よ
つ
て
検
査
を
行
い
、
調
査
が
良

好
な
精
度
を
保
つ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
記
録
）

第
八
条
　
現
地
作
業
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
国
土
交
通

大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
業
記
録
を
作
成
す
る
も

の
と
す
る
。

第
二
章
　
現
地
作
業

（
基
図
）

第
九
条
　
現
地
作
業
に
当
た
つ
て
は
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
刊
行
し
た
二
万
五
千
分

の
一
の
地
形
図
又
は
二
万
五
千
分
の
一
以
上
の
大
縮
尺

を
有
す
る
地
形
図
を
基
図
に
用
い
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
ら
の
地
形
図
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、

五
万
分
の
一
の
地
形
図
を
二
倍
以
上
に
拡
大
し
た
も
の

を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
盤
高
の
測
定
）

第
十
条
　
観
測

せ
い井

に
お
け
る
地
盤
高
の
測
定
は
、
水
準
路

線
を
選
定
し
て
、
当
該
水
準
路
線
に
従
い
、
次
の
各
号

に
規
定
す
る
水
準
測
量
に
よ
り
行
う
こ
と
を
原
則
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
必
ず
井
戸

が
わ側

の
定
点
を

測
量
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
水
準
路
線
は
、
測
量
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
基

本
測
量
（
以
下
「
基
本
測
量
」
と
い
う
。
）
の
成
果

で
あ
る
水
準
点
又
は
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
基
準
点
の
測
量
（
以
下
「
基
準
点
測
量
」
と
い

う
。
）
の
成
果
で
あ
る
基
準
水
準
点
若
し
く
は
補
助

水
準
点
か
ら
出
発
し
て
こ
れ
ら
の
点
に
閉
合
す
る
よ

う
に
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む

を
え
な
い
場
合
に
は
、
河
川
等
に
つ
い
て
設
定
さ
れ

た
既
設
の
水
準
点
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

二
　
水
準
測
量
の
観
測
は
、
往
復
観
測
に
よ
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
水
準
路
線
が
閉
合
し
て
お
り
、
か

つ
、
精
度
の
保
持
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に

は
、
片
道
観
測
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
水
準
測
量
の
観
測
は
、
二
個
の
水
準
標
尺
を
水
準

儀
の
前
後
に
お
お
む
ね
等
距
離
に
お
い
て
行
う
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
水
準
儀
と
水
準
標
尺
と
の
距
離

は
、
百
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。

四
　
水
準
測
量
に
お
け
る
観
測
値
の
制
限
は
、
別
表
第

一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
や
む
を
え
な
い
場
合

に
は
、
読
図
又
は
空
中
写
真
測
量
に
よ
つ
て
地
盤
高
を

測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
下
水
位
等
の
観
測
）

第
十
一
条
　
観
測

せ
い井

に
お
け
る
地
下
水
位
は
、
地
盤
か
ら

地
下
水
面
ま
で
の
深
さ
又
は
高
さ
を
も
つ
て
あ
ら
わ
す

も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
　
観
測

せ
い井

に
お
け
る
地
下
水
位
の
観
測
は
、

井
戸

が
わ側

の
定
点
か
ら
行
う
も
の
と
し
、
井
戸

が
わ側

に
移
動

の
な
い
こ
と
を
常
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
下
水
位
の
読
み
取
り
の

単
位
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

２
　
前
項
の
観
測
は
、
自
噴
す
る
井
戸
の
場
合
を
除
き
、

測
じ
よ
う

縄

等
の
先
端
に
木
板
若
し
く
は
風
鈴
及
び

お
も
り

錘

又

は
地
下
水
面
に
到
達
し
た
と
き
に
信
号
を
発
す
る
よ
う

な
装
置
を
つ
け
た
も
の
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
自
噴
す
る
井
戸
の

場
合
を
除
き
、
あ
わ
せ
て
、
井
戸
底
ま
で
の
深
さ
を
測

定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
測
定
の
方

法
は
、
前
二
項
の
観
測
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
　
自
噴
す
る
井
戸
に
お
い
て
は
、
井
戸

が
わ側

の
上

端
に
ゴ
ム
管
、
ビ
ニ
ー
ル
管
等
を
結
合
し
、
漏
水
の
な

い
よ
う
に
し
て
か
ら
、
静
止
し
た
水
位
を
観
測
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
水
位
が
高
い
場
合
に
は
、
圧
力

計
を
取
り
つ
け
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
同
時
観
測
）

第
十
四
条
　
観
測

せ
い井

に
お
け
る
地
下
水
位
の
同
時
観
測

は
、
年
二
回
地
下
水
位
の
高
い
時
期
と
低
い
時
期
を
選

ん
で
実
施
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

第
十
五
条
　
前
条
の
同
時
観
測
は
、
数
日
間
降
雨
の
な
い

と
き
に
、
調
査
単
位
区
域
全
般
に
わ
た
つ
て
同
時
に
行

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
え
な
い
場
合
に

は
、
二
日
以
内
に
限
り
観
測
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
長
期
観
測
）

第
十
六
条
　
長
期
観
測
を
実
施
す
べ
き
観
測

せ
い井

（
以
下

「
長
期
観
測

せ
い井

」
と
い
う
。
）
は
、
同
時
観
測
の
結
果

に
基
き
、
地
下
水
の
分
布
の
概
要
を
は
あ
く
し
、
地

形
、
地
質
、
河
川
、
湖
沼
、
水
路
等
の
状
況
を
十
分
勘

案
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
　
前
条
の
長
期
観
測

せ
い井

に
お
い
て
は
、
一
年
以

上
、
毎
日
一
回
定
時
に
、
水
位
を
観
測
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
観
測
以
外
の
目
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る

井
戸
を
長
期
観
測

せ
い井

と
す
る
と
き
は
、
観
測
を
行
う
日

に
お
い
て
そ
の
井
戸
が
観
測
以
外
の
目
的
に
使
用
さ
れ

る
前
に
観
測
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
観
測
に
あ
つ
て
は
、
自
記
水
位
計
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
水
温
等
の
観
測
）

第
十
八
条
　
主
要
な
観
測

せ
い井

に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
観
測
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
気
温

二
　
水
温

三
　
ｐ
Ｈ
（
ピ
ー
・
エ
ツ
チ
）

四
　
Ｒ
ｐ
Ｈ
（
ア
ー
ル
・
ピ
ー
・
エ
ツ
チ
）

五
　
導
電
率
又
は
比
抵
抗

六
　
そ
の
他
地
下
水
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必

要
な
項
目

２
　
前
項
の
観
測
は
、
つ
と
め
て
新
鮮
な
状
態
に
し
て
地

下
水
を
採
取
し
、
な
る
べ
く
す
み
や
か
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
の
観
測
は
、
水
質
調
査

作
業
規
程
準
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
十
四

号
）
別
表
第
二
か
ら
第
五
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
準
じ

て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
簡
易
試
掘
）

第
十
九
条
　
既
存
の
井
戸
が
少
い
か
又
は
観
測

せ
い井

と
し
て

利
用
し
難
い
場
合
に
お
い
て
は
、
簡
易
な
掘
さ
く
機
を

用
い
る
か
又
は
手
掘
り
等
の
方
法
に
よ
つ
て
試
掘
を
行

い
、
地
下
水
位
そ
の
他
の
観
測
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
試
掘
点
の
附
近
に
標

く
い杭

を
設
置
し
て
、
地
下
水
位
を
観
測
す
る
基
点
と
す
る
も

の
と
す
る
。

（
地
質
ボ
ー
リ
ン
グ
）

第
二
十
条
　
地
質
ボ
ー
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い

て
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
地
質
ボ
ー
リ

ン
グ
台
帳
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
原
則
と
し
て
地
質

の
標
本
を
採
取
し
、
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
電
気
検
層
）

第
二
十
一
条
　
前
条
の
地
質
ボ
ー
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
場

合
は
、
帯
水
層
の
位
置
及
び
透
水
度
を
推
定
す
る
た
め

に
電
気
検
層
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
検
層
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

記
録
を
作
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
記
録
の
様
式
は
、

別
表
第
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
物
理
探
査
）

第
二
十
二
条
　
物
理
探
査
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
を
用
い
又

は
こ
れ
ら
の
方
法
を
併
用
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
気
探
査
法
　
原
則
と
し
て
四
電
極
比
抵
抗
法
に

よ
る
。

二
　
弾
性
波
探
査
法
　
原
則
と
し
て
屈
折
波
法
に
よ

る
。

２
　
前
項
の
探
査
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

記
録
を
作
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
記
録
の
記
載
の
方

法
は
、
別
表
第
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
透
水
係
数
の
測
定
）

第
二
十
三
条
　
透
水
係
数
の
測
定
を
実
施
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
新
た
に
揚
水
の
た
め
の
井
戸
を
掘
さ
く
し
て

1



揚
水
試
験
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
揚
水
量

及
び
水
位
の
測
定
結
果
並
び
に
地
質
の
状
況
か
ら
係
数

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
測
定
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

記
録
を
作
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
記
録
の
様
式
は
、

別
表
第
五
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
地
質
に
関
す
る
踏
査
）

第
二
十
四
条
　
地
質
に
関
す
る
踏
査
を
実
施
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
地
質
露
頭
及
び
地
形
の
観
察
に
よ
り
、
透

水
層
及
び
不
透
水
層
の
性
状
、
分
布
並
び
に
相
互
の
関

係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
整
理
作
業

（
地
下
水
観
測
表
）

第
二
十
五
条
　
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
同
時
観
測
の
結

果
は
、
調
査
単
位
区
域
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
地
下
水

観
測
表
（
甲
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
水
温
等
の
観
測
の
結
果

は
、
調
査
単
位
区
域
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
地
下
水
観

測
表
（
乙
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
観
測
表
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
六

及
び
第
七
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
地
下
水
位
年
表
）

第
二
十
六
条
　
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
長
期
観
測
の
結

果
は
、
一
月
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
一
年
ご
と

に
取
り
ま
と
め
て
地
下
水
位
年
表
を
作
成
す
る
も
の
と

す
る
。

２
　
前
項
の
年
表
の
様
式
は
、
別
表
第
八
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
地
下
水
位
図
表
）

第
二
十
七
条
　
地
下
水
位
図
表
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り

作
成
し
た
地
下
水
位
年
表
に
基
い
て
作
成
す
る
も
の
と

す
る
。

２
　
前
項
の
図
表
の
作
成
の
方
法
は
、
別
表
第
九
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
地
下
水
図
）

第
二
十
八
条
　
地
下
水
図
は
、
第
九
条
の
地
形
図
を
使
用

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
作
成
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
観
測

せ
い井

の
位
置
及
び
種
別
並
び
に

ゆ
う湧

泉
の
位
置

二
　
地
質
ボ
ー
リ
ン
グ
の
位
置
、
物
理
探
査
の
測
線
の

位
置
並
び
に
地
質
柱
状
断
面
の
方
向
及
び
位
置

三
　
地
下
水
位
等
高
線

四
　
地
下
水
自
噴
地
帯
の
範
囲

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
の
方
法
は
、
別
表

第
十
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
地
下
水
位
等
高
線
の
え
が
き
方
）

第
二
十
九
条
　
地
下
水
位
等
高
線
は
、
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
地
盤
高
の
測
定
の
結
果
並
び
に
第
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
同
時
観
測
の
結
果
か
ら
、
各
観
測

せ
い井

に
お
け
る

地
下
水
位
の
標
高
を
算
出
し
、
こ
の
値
を
も
と
と
し
て

え
が
く
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
地

形
、
地
質
、
河
川
、
湖
沼
、
水
路
等
の
状
況
を
考
慮
す

る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
等
高
線
の
間
隔
は
、
原
則

と
し
て
二
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

３
　
帯
水
層
が
上
下
に
二
層
以
上
存
在
す
る
場
合
は
、
自

由
地
下
水
面
の
地
下
水
位
等
高
線
は
必
ず
表
示
す
る
も

の
と
し
、
被
圧
地
下
水
面
の
地
下
水
位
等
高
線
は
可
能

な
限
り
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
地
質
柱
状
断
面
図
）

第
三
十
条
　
地
質
柱
状
断
面
図
は
、
地
質
調
査
の
結
果
に

基
き
、
水
平
は
第
九
条
の
地
形
図
の
縮
尺
で
、
垂
直
は

水
平
の
五
倍
か
ら
二
十
五
倍
ま
で
の
縮
尺
で
、
地
形
の

断
面
を
作
成
し
、
当
該
断
面
に
地
質
及
び
帯
水
層
相
互

の
関
係
を
推
定
図
示
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
地
質
ボ
ー
リ
ン
グ
資
料
が
不
十
分
な
場
合
に

は
、
垂
直
の
縮
尺
を
水
平
の
縮
尺
と
同
一
又
は
そ
の
二

倍
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
断
面
図
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
表
層
地
質
調

査
作
業
規
程
準
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
六
十

五
号
）
に
お
け
る
地
質
断
面
図
及
び
柱
状
断
面
図
の
規

定
を
準
用
す
る
。

（
地
下
水
説
明
書
）

第
三
十
一
条
　
地
下
水
説
明
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
て
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
基
礎
と
な
つ

た
資
料
を
添
付
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

一
　
調
査
単
位
区
域
の
概
要

二
　
調
査
の
方
法

三
　
地
下
水
の
利
用
の
現
況

四
　
同
時
観
測
に
関
す
る
事
項

五
　
地
下
水
位
の
変
動
の
状
況

六
　
帯
水
層
及
び
不
透
水
層
の
状
況

七
　
地
下
水
分
布
の
概
況

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
二
六
日
総
理
府
令

第
三
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
一
七
日
総
理
府
令
第

一
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令

第
一
〇
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
国
土
交
通
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
　
水
準
測
量
に
お
け
る
観
測
値
の
制
限

区
分

観
測
値
の
制
限

往
復
の
出
合
差

１
ｋ
ｍ
に
つ
き
１
．
５
ｃ
ｍ

閉
合
差

１
．
５
ｃ
ｍ√

Ｓ

備
考

１
　
水
準
路
線
の
全
長
が
お
お
む
ね
１
キ
ロ
メ－

ト
ル

を
こ
え
な
い
場
合
に
は
、
上
記
の
数
値
の
そ
れ
ぞ
れ
２

倍
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
Ｓ
は
、
水
準
路
線
の
全
長
を
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
単
位

で
示
し
た
数
と
す
る
。

別
表
第
二

別
表
第
三
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別
表
第
四
　
物
理
探
査
の
記
憶
の
記
載
の
方
法

１
　
電
気
探
査
の
場
合

イ
　ρ

－
a

曲
線
を
対
数
方
眼
紙
（
両
対
数
又
は
片
対

数
）
に
示
す
。
　
こ
の
場
合
深
度
を
縦
距
と
し
、
み
か
け

の
比
抵
抗
値
を
横
距
と
す
る
。

ロ
　ρ

－
a

曲
線
を
解
析
し
て
、
各
深
度
に
お
け
る
比
抵

抗
値
を
求
め
、
各
層
ご
と
の
比
抵
抗
値
を
記
入
し
た
断

面
図
を
作
成
す
る
。

２
　
弾
性
波
探
査
の
場
合

イ
　
走
時
曲
線
を
方
眼
紙
に
示
す
。
　
こ
の
場
合
時
間
を

縦
距
と
し
、
距
離
を
横
距
と
す
る
。

ロ
　
走
時
曲
線
を
解
析
し
て
、
各
深
度
に
お
け
る
弾
性

波
速
度
を
求
め
、
各
層
ご
と
の
弾
性
波
速
度
を
記
入
し

た
断
面
図
を
作
成
す
る
。

３
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
て
お
く
こ
と
。

イ
　
測
定
主
任
者
及
び
解
析
主
任
者
の
所
属
及
び
氏
名

ロ
　
測
定
の
状
況

ハ
　
測
定
の
装
置
及
び
方
法

別
表
第
五

別
表
第
六

別
表
第
七

別
表
第
八
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別
表
第
九
　
地
下
水
位
図
表
の
作
成
の
方
法

１
　
方
眼
紙
を
使
用
し
、
縦
距
に
地
下
水
位
及
び
降
水

量
を
、
横
距
に
日
を
と
る
。
長
期
観
測

せ
い井

の
位
置
が
河

川
、
湖
沼
又
は
水
路
の
影
響
を
は
な
は
だ
し
く
受
け
る

地
点
に
存
在
す
る
場
合
に
は
、
更
に
水
位
又
は
流
量
を

縦
距
に
と
る
も
の
と
す
る
。

２
　
縦
横
距
の
縮
尺
は
、
地
下
水
位
等
の
変
動
の
状
況

を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
十
　
地
下
水
図
の
記
載
の
方
法

第
１
部
　
記
号

第
２
部
　
整
飾
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